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内

閣

府

○
経
済
産
業
省
令
第
二
号

国
土
交
通
省

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
心
市
街

地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
三
項
の
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
の
組
織
の
公
表
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
三
項
の
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
の
組
織
の
公
表
に
関
す
る
命

令

（
公
表
す
る
事
項
）

第
一
条

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
三
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項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
の
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称

二

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
の
規
約
の
内
容

（
公
表
の
方
法
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
で
公
衆
に
閲
覧
さ
せ
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
命
令
は
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
八
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


